
自主防災組織が防災資機材を購入する際の補助制度について 

平成３０年７月 小川町役場 防災地域支援課 

 

小川町では「小川町自主防災組織資機材購入費補助金交付要綱」を策定し、行政区（自治

会の場合は各行政区）を単位として組織した自主防災組織が防災資機材を購入することに対

し、定められた予算の範囲内で補助を行います。（平成３０年度の予算は９０万円） 

前年度に事前の要望確認を行っていますので、その際に要望している自主防災組織が対象

となります。また、申請時に自主防災組織の規約を定めていることが必要です。 

 

１．補助額 

購入費の２分の１とし、２０万円を限度とします。 

例：税込３４万円の発電機を購入した場合、２分の１である１７万円を補助します。 

例：税込５０万円の収納庫を購入した場合は、限度額の２０万円を補助します。 

 

２．補助対象となる資機材 

区 分 資 機 材 名 

初期消火資機材 

消火器、可搬式小型動力ポンプ、可搬式散水装置、大型消火器、スタ

ンドパイプ、組立型水槽、ホースボックス、活動服一式（消火活動用）、

その他初期消火活動に必要な資機材 

避難誘導用資機材 
ハンドマイク、携帯用無線通信機（トランシーバー）、 

ヘルメット、その他避難誘導に必要な資機材 

救助用資機材 

バール、ジャッキ、のこぎり、チェーンソー、エンジンカッター、可

搬式ウインチ、梯子、救命ロープ、油圧式救助器具、活動服一式（難

燃）、災害救助用ボート、担架、その他救助活動に必要な資機材 

救護用資機材 救急医療セット、その他救護活動に必要な資機材 

避難生活用資機材 

毛布、簡易ベッド、簡易トイレ、発電機、ランタン、 投光器、ろ水

器、炊飯装置、ストーブ、テント、組立式シャワー、自転車、車イス、

リヤカー、防水シート、防災井戸、揚水機、ラジオ、パソコン、その

他避難生活に必要な資機材 

訓練用資機材 
人命救助訓練用人形、訓練用消火器具、視聴覚機器（ビデオ教材等）、

その他訓練に必要な資機材 

その他 簡易収納庫、防災倉庫 



３．申請について 

申請は、自主防災組織ごとに１年度１回とします。多くの自主防災組織に補助金を活用し

てもらうため、申請数の状況によっては、２回目以降の申請を調整させていただくこともあ

ります。 

 

４．申請の流れ 

町へ補助金交付申請書を提出 

（様式第１号） 

【ご注意ください】 

 

１．工事費は対象になりません。 

補助は資機材購入に対するものです。資機材設

置に伴う工事費は補助の対象になりません。 

 

２．補助金交付申請は、購入前に行ってください。 

見積書の日付は、補助金交付申請日以前となり

ます。見積書の宛先は○○○自主防災組織 

 

３．共同購入も可能です。 

二以上の自主防災組織で機材を共同購入する場

合、限度額を合算し、共同で補助金の交付申請を

行います。 
資機材を購入する 

代金を支払う 

店舗、業者から 

・見積書を発行してもらう 

・仕様がわかる書類を作成しても

らう（カタログの写しなど） 

町から交付決定通知を受ける 

町へ実績報告書を提出 

（様式第５号） 

町から補助金確定通知を受ける 

町へ補助金の請求書を提出 

３０日以内に指定口座に振込 

【ご注意ください】 

 

１．実績報告には領収書（写し）が必要です。 

自主防災組織が資機材の代金を全額支払った後

に補助金額が確定し、確定した補助金を銀行振込

により受領することになります。 

 

２．購入した資機材には名入れが必要です。 

油性マジックで書く、又はシールを貼るなどし、

自主防災組織の所有であることを示す必要があり

ます。○○○自主防災組織、○○○区防災会 

３月上旬まで 

３月下旬まで 

【お問合せ・書類の提出先】 

小川町役場 防災地域支援課 

防災安全担当 ☎772-1221 


